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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、コーポレートガバナンスを「企業としての意思決定および責任体制に関する公平性・透明性・適法性を株主ならびに社会に対して明確化
すること」であると認識し、重要な経営課題と位置づけ、すべてのステークホルダーからの信頼と期待に応えるため、以下の基本方針に取り組んで
まいります。

1. 株主の権利の尊重および平等性の確保に努めます。

2. 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーとの適切な協働に努めます。

3. 会社情報の適切な開示と透明性の確保に努めます。

4. 透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うため、取締役会の役割・責務の適切な遂行に努めます。

5. 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主と建設的な対話に努めます。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則１－２－４】

　当社は、２０１６年６月開催の定時株主総会より議決権電子行使プラットフォームの利用を開始しております。

現時点では招集通知の英訳等は実施しておりませんが、投資家の皆様のご意見・ご要望等を踏まえ引き続き検討してまいります。

【原則１－３】

　当社は、安定収益による中長期的な企業価値の向上を経営目標とし、安定的な配当を行うことを基本方針としております。

　現状の配当水準を維持し、それに必要な安定収益の確保に努めてまいります。また、収益状況に応じて配当額の増額、自己株式の取得も適宜
検討し、大きく減益する場合には配当額の減額も検討いたします。

　当社は、ＲＯＥなどの資本効率性ではなく、企業価値の増加（企業の永続性）を重視しており、その増加部分を拡大すべく今後の成長戦略につい
て説明してまいります。

【原則３－１】

（1）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

　当社は、世界的な経済構造の激しい変革に対応できる経営方針として、事業の一極化を避け、主に海外に事業投資を行い、投資の分散化を進
めてまいりました。

　世界市場をターゲットにグローバルに事業を展開しており、今後も国内外メーカーとの競争が激化するものと予想されますが、健全な財務体質を
維持しつつ、今後も将来の成長分野へ投資する方針であり、キャッシュフローを重視した経営を行ってまいります。

　当社の経営理念については、「ミッション」として当社ホームページで公表しておりますのでご参照ください。

なお、当社グループの業績は、製品販売価格と原材料価格の変動に大きく影響され、各々の市場価格は、国内外の経済情勢をはじめ外部環境
に大きく影響を受けることから、中長期の収益計画は作成しておりません。

【原則４－２】及び【補充原則４－２－１】

　当社では中長期的な業績と連動する報酬や自社株報酬を導入しておりません。

　経営陣の報酬につきましては、当社グループの業績は製品販売価格と原材料価格の変動に大きく左右され、各々の市場価格が国内外の経済
情勢をはじめ外部環境に大きく影響を受けることから、中長期の収益計画は作成していないため、中長期の業績に連動する報酬は導入しておら
ず、単年度の業績に連動する報酬を報酬の一部としております。

　また、自社株報酬につきましては、社外取締役を委員長とした報酬委員会において、具体的な導入に向け検討を進めております。

【原則４－８】

　当社は、現在１名の独立社外取締役を選任しております。取締役会などにおいて幅広い経験と知見により経営全般に対し有用な意見、助言をい
ただける独立社外取締役の人選を慎重に進めており、引き続き複数名の選任実現に努めてまいります。

【補充原則４－８－１】及び【補充原則４－８－２】

　現在独立社外取締役を１名選任しておりますが、独立社外取締役が複数になった時点で検討してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４】

　政策保有株式につきましては、取引関係の強化及び当社事業の発展に資すると判断する限り保有いたします。

（１）政策保有に関する方針

　当社は、投資目的以外の目的で保有する株式について、業務提携、取引の維持・強化および中長期的な経済合理性などを総合的に勘案し、政
策的に必要とする株式については、保有していく方針です。

　同株式のうち主要なものについて、担当取締役による保有の意義や合理性の検証を適宜行い、必要に応じ取締役会に諮ることとしています。



（２）政策保有株式に係る議決権行使の基準

　同株式に係る議決権行使は、投資先企業の中長期的な企業価値向上の観点から、当該企業の経営状況も勘案し、議案ごとの賛否を適切に判
断いたします。

【原則１－７】

　当社では、取締役および取締役が実質的に支配する法人との競業取引および利益相反取引は、取締役会規則に基づき、原則として取引の重
要性の高い取引について、該当する役員を特別利害関係人として当該決議の定足数から除外したうえで、取締役会での審議・決議を要することと
しています。

　なお、取引条件等については、第三者の取引と同様に決定しています。

【原則３－１】

（2）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　本報告書「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方」に記載のとおりであります。

（3）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

　経営陣幹部および取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬額内で、社外取締役を委員長とした報酬委員会で設計した報酬制度
をもとに取締役会において決定しております。

　具体的には、業績に連動しない基本報酬と業績目標の達成度等によって変動する業績連動報酬で構成され、職責と成果を反映した体系となっ
ております。なお、非業務執行取締役および監査役については、固定報酬のみとしております。

（4）取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

　取締役・監査役候補の指名については、個々の経歴、知識、経験、能力、人間性等の全体的なバランスを考慮し指名することを方針としておりま
す。

　なお、具体的な手続きについては、社外取締役を委員長とした指名委員会において審議のうえ、取締役会で決議し、監査役候補については、同
委員会において審議し、監査役会の同意を得たうえで取締役会で決議しております。

（5）取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明

　取締役候補者および監査役候補者の選任理由につきましては、株主総会招集通知の参考書類に掲載しております。

【補充原則４－１－１】

　当社の取締役会は、定款および法令に定めるもののほか、取締役会において決議する事項を「取締役会規則」において定めております。

　それ以外の業務執行の決定については、「経営会議運営規則」・「職務権限規定」に定めており、経営陣が執行できる範囲を明確にしておりま
す。

【原則４－９】

　当社は、会社法ならびに東京証券取引所が定める基準に加えて、当社独自の独立性基準を定め、本報告書「その他独立役員に関する事項」に
記載しております。

【補充原則４－１１－１】

　取締役の選任については「原則3-1情報開示の充実（4）」に記載の取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続のとおり、全体的な
バランスを考慮し、また当社の事業規模に応じた適切な員数の候補者を決定しております。

【補充原則４－１１－２】

　当社の取締役および監査役の重要な兼職の状況については、「株主総会招集ご通知」の事業報告、参考書類、「有価証券報告書」等において開
示しております。

【補充原則４－１１－３】

当社は、各取締役・監査役から取締役会の運営等に関するアンケート（質問票）を実施し、社外役員の審議を経て、その結果を下記のとおり取締
役会に報告しております。

　当社においては、取締役会に付議する案件について各取締役・監査役の活発な議論を経て決議されており、当社の取締役会は十分有効に機能
しその実効性が総合的に評価されていると判断しております。

今後とも、取締役会の実効性向上のため、一層の改善に向け取り組んでまいります。

【補充原則４－１４－２】

　当社は、取締役および監査役が必要とする知識を習得するため、外部講師を招いた研修の機会を設けるほか、取締役・監査役は、必要に応じ
外部セミナー等に参加しております。

【原則５－１】

　株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針は、以下のとおりであります。

（1）株主・投資家との対話の手段として、株主総会をはじめ、年２回の決算説明会、個別ミーティングなどを開催いたします。

（2）経営企画部門の担当役員が責任者として株主・投資家との対話を統括し、社内関係部署が連携して建設的な対話の実現を補助いたします。

（3）株主・投資家からの意見等については、必要に応じて、経営企画部門の担当役員が会議体での報告やレポートでの配布により、経営陣や社
内関係部署へフィードバックいたします。

（4）株主・投資家との対話に際しては、社内規定「インサイダー取引防止規定」に従って、情報管理を適切に行います。また、全株主に平等に情報
提供することを原則とし、その時点までに開示している情報に基づいて対話を行います。

（5）四半期毎の決算日翌日から決算発表日までは、決算情報に関する対話を控える「沈黙期間」とさせていただきます。

２．資本構成



外国人株式保有比率 20%以上30%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

井上　浩行 7,555,611 11.17

井上不動産有限会社 5,592,900 8.26

三井物産株式会社 4,573,000 6.76

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 2,837,800 4.19

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（三井住友信託銀行再信託分・株式会社三井住友銀
行退職給付信託口）

2,837,000 4.19

住友商事株式会社 2,461,000 3.64

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9） 2,340,400 3.46

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,136,900 3.16

井上　喜美子 1,739,315 2.57

株式会社みずほ銀行 1,675,000 2.48

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

１. 【大株主の状況】は、平成29年3月31日現在の株主名簿の記載に基づいて記載しております。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 鉄鋼

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 12 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 12 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 1 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

赤松　清茂 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

赤松　清茂 ○ ―――

赤松清茂氏は、長年にわたる経営者としての
豊富な経験と幅広い見識を有していることか
ら、取締役会における積極的な提言および助
言による当社の経営機能強化を期待するととも
に、客観的・中立的な立場からの業務執行の
監督機能強化に有効であると考えるためであり
ます。

また、同氏と当社との間には特別の利害関係
はなく、同氏は一般株主と利益相反の生じるお
それがないことから、独立役員として指定して
います。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり



任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名委員会 5 0 3 1 0 1
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

報酬委員会 5 0 3 1 0 1
社外取
締役

補足説明

その他の委員は社外監査役1名になります。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役と会計監査人は、監査の効率性および実効性を高めるため、適宜情報交換を行っております。

内部監査室は監査役と監査計画や監査状況等について定期的にミーティングを実施し意見交換を行っております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

米澤　和己 他の会社の出身者 ○

澤田　恒 弁護士 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)



氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

米澤　和己 ○

米澤和己氏は、当社グループの取引銀行
である株式会社三井住友銀行の出身者で
ありますが、当社と同氏との間には人的
関係、資本的関係または取引関係その他
の利害関係はありません。

平成29年３月末時点において当社グルー
プは同行から借入残高はなく、当社と同行
の間には、平成29年３月末時点におい
て、同行が当社株式3,381,900株を保有す
るとともに当社グループが同行株式
106,484株を保有しておりますが、議決権
の保有割合から鑑みて重要性がないもの
と判断しております。

米澤和己氏は、長年にわたる金融機関での経
験があり、金融の専門家としての専門知識と高
い見識を有していることから、出席した取締役
会において金融関連業務全般の専門的な立場
からの発言により、リスクの発見とその未然防
止に貢献し、多方面からの監査が出来るものと
考えるためであります。また、同氏と当社との
間には特別の利害関係はなく、同氏は一般株
主と利益相反の生じるおそれがないことから、
独立役員として指定しています。

澤田　恒 ○

澤田恒氏は、弁護士であり、当社と同氏と
の間で顧問契約を結んでおりますが、特
別の利害関係を生じさせる重要性がない
ものと判断しております。

澤田恒氏は、弁護士として企業法務に通じてお
り、幅広い知識と豊富な知見を有していること
から、出席した取締役会において適宜弁護士と
しての専門的な立場からの発言により、リスク
の発見とその未然防止に貢献し、多方面から
の監査が出来るものと考えております。また、
同氏と当社との間には特別の利害関係はなく、
同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれが
ないことから、独立役員として指定しています。

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

当社は、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

【当社の社外役員独立性基準】

当社は、社外取締役および社外監査役（以下「社外役員」と総称する）または社外役員候補者の独立性基準を以下のとおり定め、次の項目のいず
れにも該当しない場合に、独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断します。

１．当社および当社の子会社（以下「当社グループ」と総称する）の業務執行者（注１）または過去１０年間（但し、過去１０年内のいずれかの時にお
いて当社グループの非業務執行取締役、監査役または会計参与であったことのある者にあっては、それらの役職への就任の前１０年間）において
当社グループの業務執行者であった者

２．当社グループを主要な取引先とする者（注２）またはその業務執行者

３．当社グループの主要な取引先（注３）またはその業務執行者

４．当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注４）を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得て
いる者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者）

５．当社グループの法定監査を行う監査法人に所属する者

６．当社グループから一定額を超える寄附または助成（注５）を受けている者（当該寄附または助成を受けている者が法人、組合等の団体である
場合は当該団体の業務執行者）

７．当社グループが資金調達に必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している主要な金融機関その他の大口債権者（注６）またはその親
会社もしくは子会社の業務執行者

８．当社グループの主要株主（注７）または当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者

９．当社グループが主要株主である会社の業務執行者

１０．当社グループから取締役（常勤、非常勤を問わない）を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の業務執行者

１１．過去３年間において上記２から１０に該当していた者

１２．上記１から１１に該当する者（重要な地位にある者（注８）に限る）の近親者等（注９）

１３．前各号の定めにかかわらず、その他当社との利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者

（注１）．業務執行者とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず、使用人を含む。監査
役は含まれない。なお、社外監査役については、非業務執行取締役を含む

（注２）．当社グループを主要な取引先とする者とは、当社グループに対して製品またはサービスを提供している取引先グループ（直接の取引先、
その親会社および子会社ならびに当該親会社の子会社から成る企業集団をいう。以下同じ）であって、直近事業年度における取引額が、当該グ
ループの年間連結売上高の２％を超える者

（注３）．当社グループの主要な取引先とは、当社グループが製品またはサービスを提供している取引先グループであって、直近事業年度におけ
る取引額が、当社グループの年間連結売上高の２％を超える者

（注４）．多額の金銭その他の財産とは、直近事業年度における、役員報酬以外の年間１千万円を超える金銭その他の財産上の利益をいう（当該
財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の直近事業年度における総収入額の２％を超える金銭その他の財産上の利益
をいう）

（注５）．一定額を超える寄附または助成とは、過去３事業年度の平均で年間１千万円またはその者の直近事業年度における総収入額の２％のい
ずれか高い方の額を超える寄附または助成をいう

（注６）．主要な金融機関その他の大口債権者とは、直近事業年度末における全借入額または全債務額が当社の連結総資産の２％を超える金融
機関または債権者をいう

（注７）．主要株主とは、議決権保有割合１０％以上（直接保有、間接保有の双方を含む）の株主をいう

（注８）．重要な地位にある者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員および部長職以上の上級管理職にある使用人ならびに監査法



人または会計事務所に所属する者のうち公認会計士、法律事務所に所属する者のうち弁護士、財団法人、社団法人、学校法人その他の法人に
所属する者のうち評議員、理事および監事等の役員、その他同等の重要性を持つと客観的、合理的に判断される者をいう

（注９）．近親者等とは、配偶者および２親等内の親族をいう

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する

施策の実施状況
業績連動型報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

経営陣幹部および取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬額内で、社外取締役を委員長とした報酬委員会で設計した報酬制度を
もとに取締役会において決定しております。

　具体的には、業績に連動しない基本報酬と業績目標の達成度等によって変動する業績連動報酬で構成され、職責と成果を反映した体系となっ
ております。なお、非業務執行取締役および監査役については、固定報酬のみとしております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

取締役および監査役の報酬等の総額は、有価証券報告書、事業報告において開示しております。

平成28年度に係る取締役・監査役の報酬等の総額は、368百万円（役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した67百万円を含む）となっており
ます。

報酬の額又はその算定方法の決定方針

の有無
あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

経営陣幹部および取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬額内で、社外取締役を委員長とした報酬委員会で設計した報酬制度を
もとに取締役会において決定しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役、社外監査役に対しては、取締役会事務局が窓口となり、取締役会資料の事前配付および要請に応じて事前説明を実施いたします。

また社外監査役（非常勤）の監査環境については主に常勤監査役を通じた日常監査報告および重要な経営情報の提供を行っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

取締役会の状況については、取締役12名（うち、社外取締役1名）の陣容にて、定期的に取締役会を開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催
するものとし、当社の経営方針および経営戦略に関わる重要事項については、事前に役付取締役によって構成される経営会議において議論を
行った後、取締役会の審議を経て執行決定を行うものとしています。

監査役会の状況については、監査役3名（うち、社外監査役２名）の陣容にて、月１回以上監査役会を開催しております。また監査役監査基準の変
更・修正がある場合は、取締役会で監査役が取締役に報告しています。

また当社の社外監査役には独立役員でもある金融関係業務全般の専門家1名と、弁護士1名を選任しており、監査役会としての機能強化を図って
います。

なお、当社は、非業務執行取締役および監査役との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する
契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額であります。

また会計監査人については、PwCあらた監査法人を会計監査人に選任しています。

会計監査業務の状況は以下のとおりであります。

平成28年3月期決算に係る会計監査業務を執行した公認会計士および所属する監査法人名

西川　浩司 （PwCあらた監査法人）

高濱　滋（PwCあらた監査法人）

当社の会計監査業務に係る補助者の構成



公認会計士　 5名

その他　12名

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、2003年10月に持株会社体制に移行し、取締役会は少数構成で機動的かつ効率的な意思決定をはかり、年４回の定例会議のほか、必要
に応じて臨時に会議を開催し、リスクの発見とその未然防止に取り組んでおります。

また、2016年6月開催の定時株主総会において、社外取締役1名を選任し、経営の透明性確保およびコーポレートガバナンスの一層の強化を図っ
てまいります。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
定時株主総会の招集通知を法定期日に先立って発送するとともに、発送前に当社ホーム
ページおよび東京証券取引所ウェブサイトにおいて、早期開示しております。

電磁的方法による議決権の行使
２０１６年６月開催の定時株主総会より、インターネット等による議決権行使の方法を採用
しております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

２０１６年６月開催の定時株主総会より、株式会社ＩＣＪが運営する機関投資家向け議決権
電子

行使プラットフォームに参加し、機関投資家の議決権行使の環境向上を図っています。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

毎年5月、11月に東京にて開催しております。 なし

IR資料のホームページ掲載 適時開示資料、決算短信、決算説明資料等を掲載しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

企業における社会的責任を果たすべく、コンプライアンス体制構築の礎として、「大和工

業グループ社員行動基準」を制定し、またステークホルダーの期待に応えるべく、健全な

事業活動を通して、社会との相乗発展を目指すことが企業の責務であることを認識し、

企業経営の健全性確保に努めております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

社会的公正性の実現や環境への配慮を経営のなかに組み込んでいくことが、企業にお

ける最も基本的なＣＳＲ活動であると認識しており、「モノづくり」を経営基軸とし、安全で

品質のよい製品の提供により、世界的規模で社会に貢献し、また環境に優しい循環型

企業として、環境保全への配慮に重点を置いた事業活動を行ってまいります。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

＜内部統制システム整備の基本方針＞

１．取締役の職務の執行が法令および定款に適合し、かつ効率的に行われることを確保するための体制

（1）業務執行が適正に行われるようコンプライアンス等内部管理体制の整備充実を行う。

（2）監査役からは業務報告、監査計画、監査状況について定期的な報告を受け、取締役の職務執行の適正確保に努め、同時に取締役会の充実
によって取締役間相互の意思疎通の強化を図る。

（3）市民社会の秩序や企業活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、不当な圧力・要求に対しては、断固拒絶する。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報・文書の取扱いについては、「文書および記録の管理規定」に基づきその保存媒体に応じて、適切かつ確実に検索
性の高い状態で保存・管理することとし、「文書および記録の管理規定」に定める保管期間中は、閲覧可能な状態を維持することとする。

　

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（1）当社は、リスク管理体制の基礎として、「経営危機管理規定」を定め、当社の業務執行に係るリスクとして、「経営危機管理規定」に定めるリス
クを認識し、同規定に沿ったリスク管理体制を構築する。

（2）不測の事態が発生した場合には、総務担当役員を本部長とする対策本部を設置し、情報連絡チームおよび顧問弁護士等を含む外部アドバイ
ザリーチームを組織し迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整える。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（1）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を定期に開催するほか、必要に応じて適宜臨時
に開催するものとし、当社の経営方針および経営戦略に関わる重要事項については、事前に役付取締役によって構成される経営会議において議
論を行い、その審議を経て執行決定を行うものとする。

（2）取締役会の決定に基づく業務執行については、「職制規定」、「業務分掌規定」においてそれぞれの責任者およびその責任、執行手続きの詳
細について定めることとする。

５．使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

（1）コンプライアンス体制の基礎として、「大和工業グループ社員行動基準」を定める。担当役員をトップとする内部監査室を設置し、内部統制シス
テムの構築・維持・向上を推進する。

（2）内部監査室は、内部統制委員による内部監査（定例・臨時）の結果報告を受け、必要に応じて当社およびグループ会社の各担当部署に対し
て、関係規則・ガイドラインの策定、研修の実施を行うものとする。

（3）内部監査担当役員は、当社およびグループ会社における重大な法令違反、その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には
直ちに監査役に報告するとともに、遅滞なく経営会議において報告するものとする。

（4）法令違反その他コンプライアンスに関する事実についての社内通報体制として「公益通報者保護規定」および「大和工業グループ社員行動基
準」に基づきその運用を行うこととする。

（5）監査役は当社の法令遵守体制および社内通報体制の運用に問題があると認めるときは、意見を述べることができるものとする。

（6）財務報告の信頼性を確保するために、財務に係る業務の仕組みを整備・構築し、業務の改善に努めるものとする。

６．当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

（1）グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ企業全てに適用される行動指針「大和工業グループ社員行動基準」を基礎とし
て、グループ各社での諸規定を定めるものとする。

経営管理については、企業集団における経営の適性かつ効率的な運営を図るため、グループ各社経営管理基本方針を定め、「グループ会社管
理規定」に従い当社への決裁・報告制度による子会社経営の管理を行うものとし、必要に応じてモニタリングを行うものとする。

取締役は、グループ会社において、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、監査役に報告するものとする。

（2）内部統制委員による、子会社に対する経営管理に係る監査の実施により、法令違反または、コンプライアンス上問題があると判断された場合
には、内部統制委員は、内部監査室に報告し、内部監査担当役員は直ちに監査役に報告を行うとともに、子会社に対して意見を述べることができ
るものとする。監査役は意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。

（3）リスク管理体制の基礎として「経営危機管理規定」を定め、グループ会社と連携を図り、同規定に沿ったリスク管理体制を構築する。

７．監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

（1）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、当社の使用人から監査役補助者を任命する。監査役補助者の評価は監査
役が行い、監査役補助者の任命、異動等の改定については監査役会の同意を得た上で取締役会が決定することとし、取締役からの独立を確保
するものとする。

（2）監査役補助者は業務の執行にかかる役職を兼務しないこととする。

８．当社およびグループ各社の取締役および使用人が当社の監査役に報告するための体制

（1）当社およびグループ各社の取締役および使用人が監査役に報告すべき事項および時期を定めることとし、当社の業務または業績に影響を与
える重要な事項について、監査役にその都度報告するものとする。前記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役および使用人に対し
て報告を求めることができることとする。

（2）社内通報制度の適切な運用を維持することにより、法令違反その他のコンプライアンスの問題について監査役への適切な報告体制を確保す
るものとする。

（3）監査役への報告を行った当社およびグループ各社の取締役および使用人に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な扱いを行うことを
禁止する。

（4）監査役がその職務について、当社に対し費用の前払い等の請求をした時は、担当部署において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務
が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況



当社においては、反社会的勢力に対し“恐れず、関係を持たず！”をスローガンに掲げ、反社会的勢力から不当な要求を受けた場合に

は、警察等関連機関とも連携し、毅然とした態度で対応します。また、定例的に警察及び近隣企業との情報交換会にも出席し、情報収

集と共に反社会的勢力の排除に係わる意識の高揚に努めております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

＜適時開示体制の概要＞

当社は、適時開示を実施するために広報担当部署に迅速に情報が集約されるよう、各部署または各子会社に、情報管理者を定め、情

報の共有化に努めております。情報について情報取扱責任者は、集約すべき情報に遺漏がないよう、そして集約された情報の漏洩が

ないよう、情報管理者に内部情報の管理を徹底しております。また社内規定においても、集約された情報の取扱い、およびインサイダ

ー取引の防止等について、全役員・社員に周知徹底を図っております。

広報担当部署に集約された情報は、広報担当部署を中心に、財務・経営企画課、当該事象担当部署において、情報の重要性、および

適時開示情報か否かについて判断し、開示規則に基づき記載項目のチェックを行い、開示文書を作成しております。

その責任者である情報取扱責任者は、取締役への報告を経て、広報担当部署へ開示手続きの指示を行い、それを受けて速やかにＴＤ

netシステムにて適時開示いたします。


